
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

一

般

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

岡

山

県

公

報

平成２６年９月９日 第１１６１７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
さ
く
ら
薬
局

津
山
市
津
山
口
三
二
九

六

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

－

あ
ん
ず
薬
局

総
社
市
小
寺
九
九
八

四

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

－

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
か
つ
き

２

所
在
地

玉
野
市
胸
上
七
二
五

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
胸
上
七
二
五

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
三
五
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
介
護
事
業
所
愛
逢
傘

２

所
在
地

井
原
市
木
之
子
町
九
三

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



特
定
非
営
利
活
動
法
人
愛
逢
傘
奉
仕
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

井
原
市
木
之
子
町
九
三

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
七
〇
〇
一
六
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ア
ヴ
ァ
ン
セ

２

所
在
地

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
五
三
〇
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ラ
イ
フ
ｐ
ｌ
ｕ
ｓ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
八
〇
九

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
二
七
〇
〇
〇
四
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

統
合
ケ
ア
ハ
ウ
ス

リ
ン
ク
ス

２

所
在
地

備
前
市
伊
部
一
七
八
五

四

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
伊
部
一
七
八
五

四

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
一
〇
〇
〇
三
一

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定

し
た
。平

成
二
十
六
年
九
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

や
か
げ
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

２

所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
四
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
あ
す
な
ろ
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
四
三

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
三
二
八
〇
〇
〇
一
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

和
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
久
代
一
五
四
九

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
Ｋ
Ｍ
Ｙ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
久
代
一
五
四
九

二

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
〇
七
一
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所、

（

。
）
、

岡
山
市
北
区
三
和
一
の
五
二

一
の
五
六

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

一
の
五
七
、
一
の
五
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
一
の
五
九
、
北
区
長
野
字
拾
石
山
六

。
）

二
二
の
二
七
、
六
二
二
の
二
九
、
六
二
二
の
三
八
、
六
二
二
の
四
七
、
六
二
二
の
五
三
、
六
二
二
の

五
七
か
ら
六
二
二
の
六
〇
ま
で
、
六
二
二
の
六
五
、
六
二
二
の
七
一
か
ら
六
二
二
の
七
三
ま
で
、
六

二
二
の
八
五
、
六
二
二
の
八
六
、
六
二
二
の
八
八
、
北
区
富
吉
二
五
一
四
（
以
上
十
七
筆
に
つ
い
て

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
二
五
一
五
の
二
、
二
五
一
五
の
三
、
二
五
一
六
か
ら
二
五
一
八

。
）

ま
で
、
二
五
一
九
の
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
二
五
一
九
の
二
、

。
）

二
五
二
〇
の
四
、
二
五
二
〇
の
八
、
二
五
二
〇
の
九
、
二
五
二
二
の
三
、
二
五
二
二
の
八
、
二
五
二

六
の
三
、
二
五
二
六
の
九
、
二
五
二
七
、
二
五
二
八
の
二
、
二
五
二
八
の
三
、
二
五
二
九
の
二
か
ら

二
五
二
九
の
四
ま
で
（
以
上
十
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
二
五
三
二
の
七
、

。
）

二
五
三
二
の
八
、
二
五
三
二
の
九
、
二
五
三
三
の
六
、
二
五
三
三
の
八
、
二
五
三
三
の
一
一
、
二
五

三
三
の
一
四
、
二
五
三
三
の
一
九
、
二
五
三
三
の
二
四
、
二
五
三
三
の
二
五
、
二
五
三
三
の
二
九
、

二
五
三
三
の
三
〇
、
二
五
三
三
の
三
三
（
以
上
十
一
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
。
）

二
五
三
三
の
三
四
、
二
五
三
三
の
三
五
、
二
五
三
三
の
三
六
、
二
五
三
三
の
三
八
（
以
上
三
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
二
五
三
三
の
四
三
、
二
五
三
三
の
四
四
、
二
五
三
三
の
五

。
）

四
、
二
五
四
一
の
二
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
皆
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
岡
山
市
役
所

「

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２６年９月９日　岡山県公報　第１１６１７号



〔
四
一
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
婚
活
ア
シ
ス
ト

三

代
表
者
の
氏
名

東
川

三
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
吉
浜
一
〇
〇
四
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
結
婚
を
希
望
す
る
者
に
対
し
て
、
婚
活
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
、
誰
も
が
公
平
に
結

婚
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
出
逢
い
の
場
を
提
供
、
結
婚
後
の
夫
婦
間
の
悩
み
相
談
・
子

育
て
相
談
な
ど
を
実
施
し
、
少
子
高
齢
化
の
解
消
に
貢
献
し
、
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
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